
　
町
で
は
、
「
町
長
と
語
り
合
う
集

い
」の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
の
で
、

ふ
る
っ
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

◎
開
催
日 

　
①
３
月
19
日（
金
）午
後
７
時
〜 

　
②
３
月
23
日（
火
）午
後
７
時
〜 

◎
対
象
者 

　
①
Ｉ
Ｔ
に
興
味
の
あ
る
方 

　
②
安
全
防
犯
活
動
を
し
て
い
る
方 

◎
開
催
場
所 

　
役
場
３
階
公
室（
①
、
②
と
も
） 

◎
募
集
人
数 

　
各
回
10
人
ず
つ 

◎
申
込
方
法 

電
話
、
郵
送
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
な

ど
に
よ
り
、
郵
便
番
号
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
お
伝
え
く
だ

さ
い
。
（
先
着
順
） 

◎
申
し
込
み
先
　 

〒
255
―
８
５
５
５
　
大
磯
町
東
小

磯
183
　
大
磯
町
役
場
政
策
課 

　
☎
内
線
２
０
６ 

　
募 

集 

の 

内 

容 
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町
立
幼
稚
園
の
統
合
に
関
す
る 

　
　
説
明
会
を
開
催 

（
仮
称
）
清
潔
な
お
お
い
そ
ま
ち
条
例
骨
子
案 

　
町
で
は
、
た
ば
こ
の
吸
殻
や
空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨
て
、
飼
い

犬
等
の
ふ
ん
の
放
置
等
の
迷
惑
行
為
を
防
止
し
、
町
内
の
環
境

美
化
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
「（
仮
称
）清
潔
な
お
お

い
そ
ま
ち
条
例
」
の
策
定
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。 

　
条
例
の
策
定
に
あ
た
り
、
骨
子
案
を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、

意
見
を
募
集
し
ま
す
。 

 

▼
募
集
期
間
　 

　
２
月
５（
金
）〜
26
日（
金
） 

▼
閲
覧
場
所 

　
環
境
経
済
課
、
町
民
情
報
コ
ー
ナ

ー（
役
場
本
庁
舎
、
国
府
支
所
）、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
で
き

ま
す
。 

▼
提
出
方
法
と
提
出
先 

持
参（
土
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く
）、

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
子
メ
ー

ル（k
an
k
y
o@
tow
n
.oiso. 

k
an
ag
aw
a.jp

）で
、
環
境
経
済

課
あ
て
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
そ
の
他 

・
意
見
書
の
様
式
は
問
い
ま
せ
ん
。

住
所
（
事
務
所
所
在
地
）
、
氏
名

（
法
人
の
場
合
は
法
人
名
）、（
仮

称
）清
潔
な
お
お
い
そ
ま
ち
条
例

骨
子
案
に
関
す
る
意
見
で
あ
る
こ

と
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
意
見
等
は
、

町
の
考
え
方
を
整
理
し
た
上
で
公

表
し
ま
す
。 

　
た
だ
し
、
意
見
等
に
対
す
る
個
別

の
回
答
は
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
環
境
経
済
課
　
☎
内
線
２
６
２ 

　
町（
教
育
委
員
会
）で
は
、
大
磯
町

第
３
次
行
政
改
革
実
施
計
画
及
び
財

政
健
全
化
計
画
等
に
基
づ
き
、
平
成

21
年
３
月
に
大
磯
町
立
幼
稚
園
全
体

計
画
を
含
め
た
「
町
立
幼
稚
園
の
将

来
構
想
」
を
策
定
し
、
そ
の
中
で
現

在
、
大
磯
幼
稚
園
・
小
磯
幼
稚
園
の

統
廃
合
及
び
私
立
幼
稚
園
の
誘
致
を

進
め
て
お
り
ま
す
。 

　
「
町
立
幼
稚
園
の
将
来
構
想
」
に

つ
い
て
は
、
以
前
よ
り
説
明
会
等
開

催
し
て
お
り
ま
す
が
、
幼
稚
園
の
今

後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
た
め
再
度
説
明
会
を
開
催
い
た
し

ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

▼
日
時 

　
２
月
13
日（
土
）　
10
時
〜 

▼
場
所 

　
保
健
セ
ン
タ
ー
２
階
研
修
室 

※
保
育
が
必
要
な
お
子
様
が
い
る
方

は
事
前
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
子
育
て
支
援
室
　
☎
内
線
３
０
５ 

の
意
見
を
募
集
!!
 

▲前回開催した集いのようす 

▲婚姻届（写し）に写真を 
添えた記念品　　　 

　法的に夫妻と認められる婚姻届。 

　その写しにお二人の窓口提出時の写真を添えて、 

記念品として贈呈します。大切な瞬間を形に残し 

てみませんか。 

【対象者】 
　申込日時に夫妻となる 
お二人で婚姻届を提出で 
きる方 
【申込方法】 
　平日の午前８時30分から 
午後５時15分までに窓口、 
電話で申し込みください。 
　詳細は、婚姻届とセットのチラシをご覧ください。 

◎問い合わせ　すぐやる室　☎内線333


